
【資料第１号】 

総務部総務課 

 

１ 議案第４３号 文京区長及び副区長給与条例の一部を改正する条例の概要 

  議案第４４号 文京区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例の一部を改正する条例の概要 

⑴ 区長、副区長及び教育委員会教育長の給料月額の改定 

 現行の給料月額 改定後の給料月額 施行期日 

区 長 １，２４６，７００円 １，２５８，９００ 

令和６年１月１日 副区長 １，００８，９００円 １，０１８，８００ 

教育長 ９２２，０００円 ９３１，０００ 

 ⑵ 区長、副区長及び教育委員会教育長の期末手当の改定 

改定①は、令和５年度に支給する期末手当（１２月支給）の支給月数の改定 

改定②は、令和６年度以後に支給する期末手当（６月、１２月支給）の支給月数の改定 

 現行の支給月数  改定①  改定② 

 ６月 １．６５月 １．６５月 １．７０月 

１２月 １．６５月 １．７５月 １．７０月 

合 計 ３．３０月 ３．４０月 ３．４０月 

施行期日 改定①については公布の日、改定②については令和６年４月１日 

 

２ 議案第４５号 文京区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の概要 

⑴ 区議会議員の議員報酬月額の改定 

 現行の議員報酬月額 改定後の議員報酬月額 施行期日 

議 長 ９１６，１００円 ９２５，１００ 

令和６年１月１日 

副議長 ７８５，２００円 ７９２，９００ 

委員長 ６４４，３００円 ６５０，６００ 

副委員長 ６１７，４００円 ６２３，５００ 

議 員 ５９５，４００円 ６０１，２００ 

⑵ 区議会議員の期末手当の改定 

改定①は、令和５年度に支給する期末手当（１２月支給）の支給月数の改定 

改定②は、令和６年度以後に支給する期末手当（６月、１２月支給）の支給月数の改定 

 現行の支給月数  改定①  改定② 

 ６月 １．６０月 １．６０月 １．６５月 

１２月 １．６０月 １．７０月 １．６５月 

合 計 ３．２０月 ３．３０月 ３．３０月 

施行期日 改定①については公布の日、改定②については令和６年４月１日 


